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１．ごあいさつ 

 

いつも新京成電鉄をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

また、日頃から鉄道事業に対しご理解をたまわり、感謝申し上げます。 

 当社は「安全第一」を基本とし、社訓においても、また社員行動規準においてもその

ことを掲げており、常に安全確保の基本を意識し、法令遵守のもと安全・安定した輸送

サービスの向上に取り組んでおります。 

 公共交通ネットワークの一翼を担っている当社にとって「安全・安定輸送の確保」は

最大の使命であり、社会に対する責務でもあります。 

 

 ２００８年度においては、安全・安定輸送をより確実なものとするため、電力の安定

供給を図るための高圧配電線二回線化工事や、電車の走行中に運転士に不測の事態が生

じた場合に備え運転士異常時列車停止装置の新設をはじめ、安全のための諸施策を実施

いたしました。 

 また安全管理体制のスパイラルアップを図るため、安全に関する内部監査を定期的に

実施しています。この監査では経営トップを始め関係する役職員の安全に対する姿勢を

チェックし、そこで見つかった課題については１つ１つ解決への取り組みを図っており

ます。 

  

 この報告書は、鉄道事業法の規定に基づき、当社における輸送の安全確保のための取

り組みについて皆様にご理解いただくために作成したものです。 

 安全水準の更なる向上を目指し、安全管理体制や取り組みを今後も一層充実させるた

めに、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせくださいますようお願い申し上げます。 

 

新 京 成電 鉄株 式 会社 

取締役社長  片岡 遼一 
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２．安全に関する基本方針と目標 

 

■安全基本方針 

 

当社では、安全管理規程で「社訓」及び「行動規準」を基本的な方針とした、「安全

に関する基本的な方針」を定め、全役職員に周知・徹底し、安全・安定輸送を最優先

とした事業運営を行える体制の整備に努めております。 

 

 

 

 

安全に関する基本的な方針（安全管理規程から抜粋） 

 

（1） 全員参加による輸送の安全の確保 

（2） 輸送の安全に関する法令及び規程類の遵守と厳正な職務の執行 

（3） 現場と、その安全確保の状況の的確な把握 

（4） 安全最優先の観点から、憶測の排除と確認の励行 

（5） 事故・災害等発生時の人命救助最優先と、速やかで安全適切な処置 

（6） 情報の迅速かつ正確な伝達、共有化及び透明性の確保 

（7） 安全管理体制の不断の確認と、それに伴う必要な変革、改善への積極的な取組み 
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■安 全 目 標 

 

当社では経営計画において鉄道事業の基本方針を「輸送の安全の確保」を最優先に、

諸施設の整備・拡充を実施するとともに、安全管理体制の充実を図ることを目的として

計画を策定しています。 

具体的な取り組みとして、安全に関する内部監査を実施しP（計画）D（実行）C（評

価）A（改善）サイクルが機能し安全に関してスパイラルアップすることを目指し、運輸

安全マネジメント体制の推進に取り組んでいます。 

また、安全統括管理者を議長とする「安全管理者会議」や「安全対策会議」等を定期

的に開催し、安全に関しての情報共有、課題への対応の検討等、「事故の芽」を早期に摘

み取り、常に安全で安定した輸送に努めています。 

 

 

 

 

Plan（計画）

Check（評価）

Action（改善） Do（実行）安全管理規定に

基づく

PDCAサイクル

鉄道の安全に関する施策・
対策の策定

具体的な施策・対策の実行

施策の進捗管理・対策の
効果確認

施策や対策の見直し
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３．安全管理体制とその方法 

 

■安全管理体制 

 

2006年 10月 1日付で「安全管理規程」を制定し、社長をトップとする安全管理

体制を構築し運用しています。この中で、各管理者の責務を明確にした上で、安全確

保のための役割を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役　　職 役　　　　　割

社長 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う

安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する

安全対策管理者 安全統括管理者の指揮の下、事故防止に関する事項を統括する

運転管理者 安全統括管理者の指揮の下、運転に関する事項を統括する

乗務員指導管理者
運転管理者の指揮の下、乗務員（限定免許運転士を含む）の資質の保持に関する事
項を管理する

施設管理者 安全統括管理者の指揮の下、施設に関する事項を統括する

車両管理者 安全統括管理者の指揮の下、車両に関する事項を統括する

経営企画室長 輸送の安全の確保に必要な中期経営計画に関する事項を統括する

財務戦略部長 輸送の安全の確保に必要な財務に関する事項を統括する

総務人事部長 輸送の安全の確保に必要な要員に関する事項を統括する
 

社 長

役 員

安 全 統 括 管 理 者

（ 鉄 道 事 業 本 部 長 ）
経 営 企 画 室 長 総 務 人 事 部 長 財 務 戦 略 部 長

安 全 対 策 管 理 者

(鉄 道 事 業 本 部 副 本 部 長 )

安 全 推 進 担 当

運 転 管 理 者

（ 鉄 道 営 業 部 長 ）

車 両 管 理 者

（ 車 両 課 長 ）

施 設 管 理 者

（ 鉄 道 技 術 部 長 ）

施 設 管 理 者

（ 連 立 工 事 部 長 ）

乗 務 員 指 導 管 理 者

（ 乗 務 区 長 ）

乗 務 員 指 導 管 理 者

（ 車 両 区 長 ）

内 部 監 査 室 長

（注 ）

線 は 指 揮 命 令 系 統

線 は 連 携 、連 絡 調 整 を 密 に す る 関 係運 転 の 管 理 体 制 車 両 の 管 理 体 制

施 設 の 管 理 体 制

安 全 管 理 体 制 組 織 図
200 9年 3月 3 1 日 現 在
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■安全に関する内部監査の実施 

 

 社団法人日本民営鉄道協会主催の「運輸安全マネジメント内部監査員研修」を修了

した監査員による内部監査を毎年継続的に実施し、安全管理体制が適切かつ有効に運

用されているかを検証しています。2008 年度は社長をはじめ各管理者に対しインタ

ビュー形式による監査を行いました。 

2009 年も監査員の養成を行い、監査体制の強化を図ることで内部監査を充実させ

てまいります。 

 

■経営層による職場巡視 

 

  社長をはじめとする経営層が、夏季安全輸送推進運動や年末年始の安全総点検期間

中に職場巡視を行い、職員との意見交換を通じて安全の管理状況を確認しています。 

 

 

職場巡視の様子 
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■安全に関する会議 

 

当社では、「安全管理規程」に定める各管理者で構成する「安全管理者会議」を定期

的に開催し、鉄道部門、人事部門、財務部門、経営企画部門等の様々な観点から、安

全に関する管理体制や施策の検証を行っています。 

   また、鉄道事業本部内において、「安全対策会議」を毎月開催し、安全に関する報告

や事故等の報告・分析、それに対する再発防止策を審議するなど、安全・安定輸送確

保のための施策について追究し、輸送の安全水準の向上を図っています。 

 

■事故発生時の緊急体制 

 

  事故及び災害が発生したとき、または発生するおそれのある場合の緊急措置につい

ては「異常時対策規則」にのっとり、対応しています。 

 

■運転状況の把握 

 

  日々刻々と変化する運転状況は、運輸指令所でリアルタイムに監視を行っているほ

か、毎日の運転状況は「運輸司令日報」に取りまとめられ、鉄道事業本部内をはじめ

社長まで報告します。経営トップが日々報告を受けることで、常に安全最優先の原則

が徹底されているかを確認することが可能な体制となっており、必要に応じて対策の

指示が出されます。 
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４．安全対策の実施状況 

 

■安全対策のための投資実績と計画 

 

当社では、2008 年度実績で約 16 億円を安全対策のために投資しました。2009

年度以降も、踏切や駅での安全対策に対して継続的に投資を実施し、輸送の安全を強

化していきます。 

  

 

    

（百万円）

鉄道事業
設備投資額

安全関係
設備投資額

割合（％）

2008年度実績 3,038 1,612 53%

2009年度計画 2,488 1,468 59%

2009年度鉄道事業投資計画内訳

安全関係設備投資額
1,468百万円

その他の設備投資額
1,020百万円
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■踏切の安全対策 

 

連続立体交差事業 

鎌ケ谷市内の当社線鎌ヶ谷大仏駅～くぬぎ山駅間において、2002 年７月から千葉

県、鎌ケ谷市及び当社の共同で連続立体交差事業を進めています。鎌ケ谷市内の約

3.3km を高架化する事業で、１２カ所（内２カ所仮線切替後撤去済み）におよぶ踏切

をなくし、鎌ケ谷市内の交通渋滞の緩和と踏切事故の解消を目指しています。2004

年２月には、初富駅～北初富駅間の一部仮線への切替工事を行い、この区間において

高架橋の建設を行っています。 

  

工事の進む初富駅～新鎌ヶ谷駅間 

 

  踏切障害物検知装置 

遮断かんが下りた後、踏切内にある障害物がセンサーを遮った場合、安全を確保す

るため周囲の電車が止まるよう、踏切障害物検知装置の設置を進めています。 

   2008 年度は、三咲１号踏切道に踏切障害物検知装置を新設しました。 

 

踏切障害物検知装置 
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踏切支障報知装置 

交通量の多い踏切には踏切支障報知装置（非常ボタン）及び大型踏切警報機を設置

し、踏切事故の未然防止に役立てています。 

踏切支障報知装置は、踏切に設置されている非常ボタンを押すことにより特殊信号

発光機が点滅し、電車に対し踏切に異常があることを知らせます。 

2008 年度は、初富６号踏切道及び薬園台４号踏切道に踏切支障報知装置を新設し

たほか、八柱４号踏切道及びみのり台１号踏切道の特殊信号発光機を視認性向上のた

めＬＥＤ（発光ダイオード）化しました。 

なお、踏切支障報知装置は８１箇所の踏切道のうち４６箇所に設置しています。 

  

踏切支障報知装置             特殊信号発光機 

 

  大型踏切警報機 

   大型踏切警報機は、遠くからでも踏切の存在を確認できるように道路上の高い位置

に大型の閃光灯を設置し、電車接近時には赤色灯火の点滅表示により注意を促してい

ます。 

 

大型踏切警報機 
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■駅の安全対策 

   

  非常通報装置 

 お客様がホームから線路内に転落された場合に備え、安全を確保するため非常通報

装置（非常通報ボタン）の設置を進めています。ホームに設置された非常通報ボタン

を押すことで周囲の電車を止め、事故防止、電車の安全運行を図るものです。 

   なお、非常通報装置は２４駅のうち１７駅に設置しています。 

 
非常通報装置 

 

  待避スペース・ステップ 

お客様がホーム下に転落した場合を想定し、待避スペースやホームに上がるステッ

プを設置しています。 

  

ホーム下の待避スペース         ホームに設置したステップ 
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連結面間転落防止幌 

車両の連結面間には、お客様がホームから転落されることを防止するため全電車へ

の連結面間転落防止幌の設置を進めています。 

2008 年度は、１編成に連結面間転落防止幌を新設し、２８編成中１３編成に設置

を完了しました。 

 

 

 

連結面間転落防止幌 

 

 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 

   2008 年度は高根公団駅及び北習志野駅に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を新設し、

救急救命活動を円滑に行えるようにしました。 

ＡＥＤは、心臓の心室が小刻みに震え、全身に血液を送ることができなくなる心室

細動等の致死性の不整脈の状態を、電気ショックを与えることにより正常な状態に戻

す機器で、どなたでも容易にご利用いただけます。 

なおＡＥＤは現在、松戸駅・八柱駅・五香駅・新鎌ヶ谷駅・高根公団駅・北習志野

駅・新津田沼駅・京成津田沼駅の計８駅に設置しています。 

なお、地元消防局のご指導、ご協力により、ＡＥＤによる人命救助訓練などを実施

しています。 

  

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）と訓練の様子 
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遠隔制御カメラによる駅構内の監視（松戸新田駅・前原駅） 

事故やトラブルがあったときに現地の状況を即座に確認できるよう、遠隔制御が可

能な録画機能付監視カメラで、ホームや改札口などの監視を行っています。 

松戸新田駅については松戸駅で、前原駅については新津田沼駅で監視しています。 

   
駅構内に設置された監視カメラ 

（松戸新田駅：固定式カメラ7台 可動式カメラ6台 計13台） 

（前原駅：固定式カメラ8台 可動式カメラ5台 計 13台） 

 

  

松戸駅及び新津田沼駅に設置された監視設備 

 

  

モニターに表示された駅構内の画像 
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 ■防災対策 

  

地震・強風・大雨等への対策 

大規模地震発生時の被害を防止または最小限に抑えるため、「早期地震警報システ

ム」を導入しています。これは気象庁の「緊急地震速報」を運輸指令所で受信した際

に、被害の発生が予測される場合には自動的に全電車に停止を指示するものです。 

2008 年度は直下型地震が発生した場合に被害を最小限に抑えるため、１００gal
ガ ル

（概ね震度５弱相当）以上の地震が半径１２０ｋｍ圏で観測された時は直ちに警報が 

発報される機能を追加しました。 

このほか気象状況をより正確に把握するため、風速計、雨量計を設置しています。 

   

   

緊急地震速報受信装置    風速計        雨量計 

 

 

運輸指令所では、電車運行状況、電力供給情報等を即座に把握するほか、気象状況

も確認できるようになっています。 

 

 

運輸指令所 
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異常気象時における運転規制について 

異常気象時において運転に支障が発生するおそれがある時には、電車の運転速度を

制限、または運転を中止する場合があります。 

  

気象状況と運転規制 

 

 

 

耐震補強  

大地震に備えるため、すべての橋梁に落橋防止装置を設置しています。駅施設につ

いては古い設計の橋上駅舎を中心に、順次耐震補強工事を実施しています。 

   

落橋防止装置             駅舎の耐震補強 

気象状況 運転規制 

大 雨
時間雨量４０ｍｍ以上または 
一雨雨量２００ｍｍ以上 

松戸駅～新津田沼駅間は時速４５km以下 
新津田沼駅～京成津田沼駅間は時速３０km以下 

風速２５ｍ／秒以上 一部箇所で時速４５km以下 

風速３０ｍ／秒以上 一時、列車運転中止の指令 

降 雪・ 濃 霧 信号の目視確認可能距離が５０ｍ以下 運転中止 

震度４以上 時速２５km以下の速度で注意運転の指令 

震度５以上 一時、列車運転中止の指令 

強 風

地 震
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■バリアフリー化の取り組み 

 

諸施設のバリアフリー化 

2008 年度は、駅のバリアフリー化の一環として北習志野駅にエレベーター及び多

機能トイレを設置しました。 

また、１編成の電車内に車椅子を使用するお客様が優先的に使用できるスペースを

設けるとともに、聴覚に障害のあるお客様が安心して乗り降りできるよう車内文字案

内装置を設置するなど、諸施設のバリアフリー化に積極的に取り組みました。 

 

 

車内文字案内装置 

 

■ヒューマンエラー防止への取り組み 

 

アルコール検知器の使用 

乗務員にはアルコール検知器による検査を行い、酒気を帯びていないことを確認し

てから乗務を開始しています。 

 

運転士異常時列車停止装置 

 2008 年度に運転士が体調不良などで操作不能になった時に電車を自動的に停止さ

せる「運転士異常時列車停止装置」を 2 編成に新設し、電車運行の安全性を向上させ

ました。 

   

アルコール検知器による検査       運転士異常時列車停止装置 
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■訓練の実施 

 

異常時総合訓練 

１２月の「年末年始輸送安全総点検」推進の一環として、鎌ケ谷市消防本部にご協

力をいただき、情報連絡、事故復旧、負傷者救護等の訓練を実施しました。 

 

   

異常時総合訓練の様子 

 

防災訓練 

災害に対する備えを充実強化することにより被害を最小限のものとするため、大地

震の発生を想定した発災対応訓練、事故復旧等の訓練を実施しました。 

 

     

防災訓練の様子 
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代用閉そく方式模擬訓練 

信号機の故障により自動閉そく式による運転が不能となった場合を想定し、代用閉そ

く方式模擬訓練を定期的に実施しています。 

 

  

訓練の様子 

 

 

 

電車の進行方向

ひとつ前の閉そく区間を電車が走行しているので、

赤信号となり前へ進むことが出来ない。

閉そく区間 閉そく区間

ひとつ前の閉そく区間を電車が走行していないので
青信号となり前へ進むことが出来る。

赤信号

赤信号 青信号

青信号 赤信号

赤信号

自動閉そくの仕組み

ひとつの閉そく区間では、ひとつの電車しか走行できない
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■安全教育の実施 

ＫＹ（危険予知）活動 

職員の危険に対する感受性を高め、危険予知能力を向上させることにより、普段の

行動の中に潜む危険をとらえる力を養い、ヒューマンエラーによる事故や災害を未然

に防ぐためにＫＹ（危険予知）活動を行っています。 

 

 

保線職場のＫＹ活動の様子 

 

その他の教育 

輸送の安全確保のための教育訓練を、年度計画に基づき実施いたしました。2009

年度も引き続き計画的に教育訓練を実施いたします。 

旅客サービスの一層の向上策といたしましては、高齢者やお身体の不自由なお客様

が駅施設を快適にご利用いただけるよう、駅係員の「サービス介助士」資格取得を推

進するとともに、さらなる接客サービスの向上を図るため、「京成グループＢＭＫ（ベ

ストマナー向上）推進運動」に積極的に取り組んでいます。 

 

  

サービス介助士訓練 

 



 19 

５．事故の発生状況（200７年度～２０08 年度） 

 

■過去２年間の事故、障害及びインシデントの発生件数 

 

年　　度 鉄道運転事故 輸送障害
（30分以上の遅延や運休）

インシデント

2007年度 ２件 ３件 ０件

2008年度 １件 １件 １件
 

   ※インシデント・・・鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態 

    

■2008年度詳細 

 

鉄道運転事故  １件（踏切障害） 

輸 送 障 害  １件（保安装置故障） 

インシデント  １件（車庫内車両脱線） 

 

鉄道運転事故事例 

   発生日時  2008年５月１３日 １３時２７分頃 

   概  要  初富７号踏切において普通貨物自動車と衝突し、一時全線の運転を見

合わせました。 

 順次折り返し運転を行い、１５時０８分頃に現場は復旧し全線の運行

を再開しましたが、この影響により２３本の電車が運休、６５本の電

車に遅延が発生しました。 

         また、復旧まで鉄道事業者４社及びバス事業者４社に振替輸送を依頼

しました。 

   原  因  普通貨物自動車の踏切内停滞によるものです。 

  対  策  鎌ヶ谷市と共同で、踏切通行車両に対する啓発看板を設置しました。

また、踏切障害物検知装置の設置を検討しています。 
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６．お客様へのお願い 

 

輸送の安全確保には、当社が積極的に取り組むことはもちろんですが、皆様のご理

解やご協力も欠かせません。 

当社では、ご利用のお客様や沿線住民の方々に対し、安全輸送へのご協力をお願い

しています。 

 

 

■駆け込み乗車はおやめください 

 思わぬ怪我や事故につながるだけでなく、電車の遅れの原因ともなります。危険で

すので、次の電車をご利用ください。 

 

 

■ホームでは黄色い線の内側をお歩きください 

ホームでは電車から離れ、黄色い線の内側をお歩きください。 

    

 ■戸袋に手を引き込まれないようご注意ください 

   ドアが開く際には、お子様の手が戸袋に引き込まれないようご注意ください。 

   特に半袖で汗ばむ時期に事故が多く発生しています。 
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■警報機が鳴り始めたら踏切内には入らないでください 

   踏切事故の大半は、無理な横断によるものです。警報機が鳴り始めたら、危険です

ので電車の通過を待って、安全を確かめてからお渡りください。 

また、渋滞時に踏切内で停車したまま遮断かんが降りてしまい、電車と車が接触す

るケースも多発しています。車で踏切を渡る際には、前方に充分なスペースがあるこ

とを確認してください。 

   万一踏切の中に車が閉じ込められた場合は、遮断かんを押し上げて踏切外へ脱出し

てください。車が動かなくなった時は非常ボタンを押していただくか、非常ボタンが

ない踏切では、発炎筒を大きく振るなどして電車に知らせてください。 

 

 ■不審物を発見した場合は 

   駅構内や車内で不審な物を発見された場合は、手を触れずに直ちに駅係員または乗

務員へお知らせください。 

  

 ■迷惑行為防止のお願い 

   すべてのお客様に快適に電車をご利用いただくために、車内のマナーをお守りくだ

さいますようご協力をお願いいたします。 

 

 ■列車妨害行為防止のために 

   踏切には監視カメラを設置し、線路への置石等の列車妨害行為の監視を行っていま

す。 

   このほかにも、警告看板の設置や沿線住民の皆様に列車妨害行為防止のご協力を呼

び掛けるチラシ配布を行うなど、列車妨害行為を防止するため、今後も様々な対策を 

  行ってまいります。 
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当社の安全の取り組みに対するご意見 

 

新京成電鉄の安全への取り組みに対して、また本報告書に関するご意見・ご感想につ

きまして、今後の取り組み及び報告書の内容に活かしてまいりたいと考えておりますの

で、「ご利用上の注意」をご確認のうえ、下記のメールアドレスへお寄せください。 

 

ご利用上の注意 

・ ご送付頂きましたメールの内容は平日の営業日に確認させていただきます。また、回

答させていただく場合、ご送付いただきました内容につきまして、担当部署において

事実確認・調査を行うため、ご回答までにお時間を頂戴することがあります。 

・ 当社より送付したメールの内容を、当社の許可なく転用・二次使用することは固くお

断りいたします。 

・ 頂戴したメールに記載されたお客様の個人情報は、新京成電鉄「個人情報保護方針」

に従い、お客様との連絡以外の目的では使用いたしません。 

 

メールはこちらから 

↓ 

https://www.shinkeisei.co.jp/comment/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


